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第６章 実施体制の整備 
 

第１節 所有者・住⺠等からの相談対応に関する事項 

（１）空家等に関する総合的な相談窓口 
所有者等や地域住⺠から寄せられる空家等に関する相談や問合せに対して、本市は、

総合的な相談窓口を建設部住宅課に設けています。相談窓口では、空家等全般の相談に
個別で応じるほか、相談内容に応じて庁内の関係部署と連携して対応します。 

また、建設部住宅課以外の関係部署に直接相談や問合せがあった場合には、連携して
対応するとともに案件ごとの対処内容や経過等については、建設部住宅課が⼀元化して
記録・管理し関係部署間で情報の継続的な共有を⾏います。 

 

（２）相談体制の整備 
空家等が抱える問題の解決には専門的知識が求められ、⾏政のみでは対応が難しい案

件もあるため、本市は、法務、不動産、建築等の関係団体と連携して空家等に関する相
談体制のネットワークを整備し円滑な対応に努めます。また、宮城県が作成した「空き
家等相談対応マニュアル」を活用し、「空き家に関する相談窓口⼀覧」に⽰す関係団体と
の連携を図るとともに市ホームページ等で広く周知します。 

【表-19】 宮城県「空き家に関する相談窓口⼀覧」（参考） 

対応内容 関係団体 
解 体 に 係 る 相 談 宮城県解体工事業協同組合 

登 記 や 法 律 に 関 す る 相 談 

宮城県司法書⼠会 各相談センター 
宮城県⾏政書⼠会 
宮城県⼟地家屋調査⼠会 
仙台弁護⼠会 各相談センター 

不動産売買、賃貸に関する相談 
公益社団法人 宮城県宅地建物取引業協会 
公益社団法人 全日本不動産協会 宮城県本部 
⼀般社団法人 宮城県不動産鑑定⼠協会 

建物診断や改修に関する相談 
⼀般社団法人 宮城県建築⼠事務所協会 
⼀般社団法人 宮城県建築⼠会 
⼀般社団法人 全国古⺠家再生協会 宮城県連合会 
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第２節 空家等対策の実施体制に関する事項 

（１）空家等対策に係る庁内連絡調整会議 
本市では、実務者会議として空家等対策に関する庁内連絡調整会議（以下「庁内連

絡調整会議」という。）を開催し、関係部署間で情報や課題を共有するとともに、空家
等の適切な管理の推進と利活用の促進を図るための検討、調整を⾏います。 

【表-20】 庁内連絡調整会議の概要 

名 称 空家等対策に関する庁内連絡調整会議 

概 要 
庁内関係部署の横断的な会議を開催し、空家等の適切な管理の推進と 
利活用の促進を図るための検討、調整を⾏います。 

所 掌 事 務 

庁内連絡調整会議は、次に掲げる事項について連絡調整を⾏います。 
⑴ 空家等対策の推進に関する特別措置法に関すること。 
⑵ 空家等対策の関連施策に関すること。 
⑶ 空家等対策に関連する情報の収集に関すること。 
⑷ その他必要な事項に関すること。 

 

【表-21】 庁内連絡調整会議の構成 

部 課 関連する事項 

総 務 部 （ 総 務 課 ） 
法 制 企 画 官 法務担当 

〃 資 産 税 課 固定資産税情報 
危 機 管 理 部 地域安全推進課 地域防災、防犯 
復 興 企 画 部 政 策 企 画 課 施策の調整 

〃 S D G s 移 住 
定 住 推 進 課 移住交流（空家等利活用） 

〃 地 域 振 興 課 地域振興 
市 ⺠ 生 活 部 地 域 協 働 課 地域住⺠、住⺠⾃治組織 

〃 環 境 課 環境美化、防疫・衛生・害虫対策 
〃 廃棄物対策課 廃棄物、不法投棄 

産 業 部 商 工 課 空家利活用（空き店舗）、融資 
〃 水 産 課 担い手（空家利活用） 
〃 農 林 課 担い手（空家利活用） 

建 設 部 道 路 課 市道管理 
〃 建 築 指 導 課 違反建築物の是正及び措置、建築物の相談及び指導 

〃 住 宅 課 事務局、総合窓口、空家対策計画、地域住宅計画、
社総交に係る国交省連絡窓口 
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（２）石巻市空家等対策協議会 
本市では、法第８条及び条例第７条の規定により協議会を設置し、空家等対策計画の

作成及び変更、空家等対策の実施に関する協議を⾏います。協議会は、法務、不動産、
建築等に関する学識経験者その他市⻑が必要と認めた者で構成されています。 

【表-22】 協議会の概要 

名 称 石巻市空家等対策協議会 

概 要 
空家等対策計画の作成及び変更、空家等対策の実施に関する協議を⾏ 
います。 

所 掌 事 務 
協議会は、次に掲げる事項について協議を⾏います。 
⑴ 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。 
⑵ 特定空家等の認定に係る審査及び措置の方針等に関すること。 
⑶ その他必要な事項 

 

【表-23】 協議会の構成 

構成 所属団体 
市 ⻑ 石巻市 

法 務 宮城県司法書⼠会  

法 務 宮城県⾏政書⼠会 石巻支部 

法 務 仙台市法務局 石巻支局 

建 築 宮城県建築⼠会 石巻支部 

不 動 産 公益社団法人 宮城県宅地建物取引業協会 石巻・気仙沼支部 

不 動 産 公益社団法人 全日本不動産協会 宮城県本部 

法 務 宮城県⼟地家屋調査⼠会 石巻支部 
地 域 団 体 石巻市地域連携会議 
⾦ 融 機 関 市内⾦融機関 

事務局（石巻市） 建設部住宅課 
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（３）関係団体等との連携及び協⼒ 
空家等に関する問題の解決に当たっては、様々な分野における専門知識やノウハウを

必要とします。そのため、本市は、法務、不動産、建築等の関係団体、宮城県、消防、警
察等の関係⾏政機関、地域（町内会・⾃治会等）等との連携及び協⼒のもとに問題の早期
解決・改善に努めます。 

また、所有者等へ空き家に関する周知・啓発を強化するため、空き家の活用や管理に
取り組むNPO法人、社団法人、会社等について、法第23条により定められている空家
等管理活用支援法人（※）への指定を検討します。 

※ 空家等管理活用支援法人︓令和５年の法改正により、空き家の管理・活用に関する普及啓
発や相談対応等を実施するNPO法人、社団法人、会社等を
「空家等管理活用支援法人」として指定し、公的な⽴場から
活動しやすくなるよう制度化されました。 

 

【表-24】 主な関係団体との連携及び協⼒内容 

関係団体等 連携及び協⼒内容 
県及び近隣市町等 宮城県、近隣市町村との情報共有 
弁 護 ⼠ 空家等の相続、成年後⾒、財産管理制度、契約、紛争の解決等 
司 法 書 ⼠ 空家等の相続、登記、財産管理制度、成年後⾒等 

⾏ 政 書 ⼠ 空家等の所有者等と相続人の調査確認、資産の有効活用や手続 
等 

不 動 産 事 業 者 空家等の売買や賃貸、所有者等の利活用相談、空き家バンク等 
⼟ 地 家 屋 調 査 ⼠ 空家等の敷地境界の調査、建物の表題・変更・滅失登記等 
不 動 産 鑑 定 ⼠ 空家等の価値判断と有効活用、不動産（⼟地・建物）の評価等 

建 築 ⼠ 空家等の利活用の調査、修繕、改善、耐震診断などの技術的な 
対応等 

税 理 ⼠ 空家等の譲渡や相続等に関する税相談及び対応等 
建 設 業 者 空家等の解体、改修の相談及び対応等 
警 察 危険回避のための対応等 
消 防 災害対策、災害時の応急措置等 
⾃ 治 会 ・ 町 内 会 空家等の地域情報の提供、跡地の利活用等 
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第３節 その他対策の実施に関し必要な事項 

（１）継続的な空家等の状況把握・情報の整備更新 
空家等対策は、その性質上、短期的な取組だけでなく、中⻑期的な視点に⽴って取組

を進めることが重要です。現在は居住中である住宅が空家等になり、空家等になった建
物の管理不全化が進むなど、対策が必要となる空家等は新たに発生し時間の経過ととも
に状態が変化します。 

本市では、継続的に空家等に関する情報の収集・整備・更新を⾏い、新たに発生する空
家等も含め市内の空家等問題の解消に努めていきます。 

（２）計画の進捗管理 
本計画では、空家等に関する対策の実施に関し必要な事項を定めていますが、対策の

推進に当たっては、その実効性を担保するため計画の進捗管理と事業の評価・検証が大
切になります。 

具体的には、ＰＤＣＡサイクルによる継続的な計画管理に基づき、各施策の実施プロ
セスや効果の評価・検証を⾏い、本計画に定める対策がより効果的かつ効率的なものと
なるよう必要に応じて改善と⾒直しを⾏います。 

【図-33】 PDCAサイクル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（３）計画の⾒直しと変更 
法及び条例の改正、国や県の空家等対策に関する補助制度等の動向、社会状況の変化、本

市における空家等の状況の変化、実施した各施策の効果等により計画の⾒直しが必要と
なった場合には、計画期間内であっても、計画の⾒直しと変更を⾏います。 

計画 -Plan-
「基本方針」に基づき、空家等
対策における施策等を定める。

実⾏ -Do-
本計画の内容を踏まえ、施策を
実⾏する。

評価 -Check-
石巻市空家等対策協議会と連携
して施策の進捗状況等の点検・
評価を実施し、施策の効果や課
題を洗い出す。

改善 -Act-
点検・評価を踏まえて必要があ
ると認められる場合は、計画の
改善を⾏う。




